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■郵送による申請等の手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■郵送による申請等の注意点 

 ○連絡先の担当者名（会社名含む）、電話番号、メールアドレスがわかるようにしてください。 

 ○申請等にあたり、郵送に係る費用は全て申請者またはその代理人の負担となります。 

（本市からの納入通知書、副本、通知書の送付、不備等による書類の返送、追加書類の提出等） 

○副本等送付のため、宛名を記載し、必要な郵送料の切手を貼り付けた封筒等を同封してくださ

い。（A4以上の副本、通知書等を折らずに入れられる封筒、レターパック等） 

 ○手数料が必要な申請等の場合は、手数料の納入通知書を送付するため、宛名を記載し、切手を

貼り付けた封筒を同封してください。（長形３号程度の封筒） 

 ○手数料が必要な申請は、⑦の納付確認が完了した日を市の受付日としますので、着工日にご注

意ください。手数料が不要な申請は、③の書類を受領した日を受付日とします。 

② 申請書等の郵送 
③ 申請書等の受領、 

書類の確認（仮受付） 

④ 手数料の納入通知書送付 

⑦ 納付確認 

⑧ 本受付、審査開始 

⑨ 審査完了、通知書交付、 

副本等送付 

⑩ 副本、通知書等の受取 

① 電話による事前連絡、必要書類の確認等 

⑥ 納付の連絡 
※領収日付が押印された領収書を 

FAXかメールで送付してください。 

 

申請者（代理人） 高槻市 

不備があった場合は、補正、追加資料の提出を求めることがあります。 

窓口での申請に比べて手続きに時間がかかりますので、ご了承ください。 

内は手数料が必要な場合のみ 

⑤ 納入通知書の受取、 

手数料の納付（取扱金融機関） 



 ○信書を送ることができる送付方法をご利用ください。 

 ○郵便事故については、本市は責任を負いません。極力、書留郵便等の配達の記録が残るものを

ご利用ください。 

 

■必要書類等 

   ・申請書等（正本・副本） 

   ・連絡先（担当者名（会社名含む）、電話番号、メールアドレス） 

   ・副本、通知書等送付用の封筒等 

※宛先、宛名を記載し、必要な郵送料分の切手を貼り付けてください。 

※A4以上で副本、通知書等を折らずに入れられる大きさのもの。 

  

○手数料が必要な申請等の場合は以下も追加 

   ・納入通知書送付用の封筒 

※封筒は長形３号程度で、宛先、宛名を記載し、切手を貼り付けてください。 

 

■郵送・連絡先 

〒５６９－００６７ 大阪府高槻市桃園町２番１号 

  高槻市 都市創造部 住宅課 計画チーム 

  TEL:０７２－６７４－７５２５ ／ FAX:０７２－６７４－３１２５ 

  Mail:jutaku-82@city.takatsuki.osaka.jp 

 

■取扱金融機関（令和７年４月１日時点） 

銀行 
三井住友銀行、りそな銀行、京都銀行、滋賀銀行、関西みらい銀行、徳島大正銀行、池

田泉州銀行 

信用金庫 京都中央信用金庫、京都信用金庫、北おおさか信用金庫 

信用組合 ミレ信用組合、近畿産業信用組合 

労働金庫 近畿労働金庫 

農業協同組合 高槻市農業協同組合 

 


